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市の処理施設に搬入されたごみの量
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廃棄物(ごみ)

産業廃棄物

一般廃棄物

家庭系ごみ

事業系ごみ【事業系一般廃棄物】

産業廃棄物

①担当者の選任と現状把握

○ごみ減量に関する窓口となる担当者を選任する

○ごみの種類や排出量を把握する

○ごみの分別や処理体制の現状を把握する

②ごみの減量・再資源化の計画を立てる

○ごみ減量のための取組事項を決定する（生ごみの資

源化、紙類の分類、包装材の使用抑制など）

○廃棄物収集業者や、資源回収業者とも打合せ、分別

のルールを決定する

○今までの実績を参考に、これからの排出量・資源化

率の目標を設定する

③実行のための準備

○②の計画に基づき、各部署ごとに回収のための分別

ボックスを設置するなどの準備をする

○ごみ減量の計画や、具体的な取り組み方法を社員や

従業員に周知する

⑤成果を確認する

○取り組みの実績を集計し、ごみの減量・資源化の効

果を確認する

○効果が低い場合は、取り組んできた中で、改善すべ

き点などを洗い出し、次年度の計画に活かしていく

④計画を実行

○計画で定めた基準に従い、ごみを適正に分別する

○部署ごとに、日報、月報などで定期的にごみの発生

量、資源化量の実績を把握する

○部署ごとの実績が、計画通りに進んでいるかをグラ

フで表示するなどして、見える化を図る
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
食品廃棄物を多量に発生させる食品メーカーや流通業者、外
食産業などは、食品廃棄物の削減や、飼・肥料化などのリサ
イクル取り組み状況の報告が義務付けられています

禁忌品：製紙原料にならない異物のことです
再生の妨げになるので、古紙に混ぜないようにしましょう
・粘着物のついた封筒 ・圧着はがき ・合成紙 ・複合材
・感熱性発泡紙 ・金、銀などの金属が箔押しされた紙
・昇華転写紙（アイロンプリントなどの紙）
・紙コップ、紙皿、紙製カップ麺の容器など防水加工された紙
・レシートなどの感熱紙
・カーボン紙、ノーカーボン紙
・石鹸の個別包装、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など臭いの
ついた紙
・印画紙の写真
・水に濡れた紙、食品残さのついた紙、汚れた紙 など

家電４品目・パソコン （リサイクル料金が必要です。）
・家庭用に製造・販売されたテレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯
機・衣類乾燥機、エアコンの家電４品目は、事業用で使用した
場合も特定家庭用機器再商品化法の対象となります
・事業所から排出される使用済パソコンは、メーカーが回収・
再資源化します。パソコンの回収方法は、メーカーによって異
なるため、各メーカーの受付窓口にご確認ください

・生ごみは、十分に水切りを行い量を減らしましょう
・生ごみ処理機で減量したり、堆肥としてリサイクルしましょ
う

※食料品製造業などから生ずる動植物性残さは、産業廃棄物
になります

生ごみ
調理残さ、食べ残し、売れ残り、
茶がらなど

生ごみ以外
リサイクルできない

紙類
雑巾などの繊維くず
刈り草、剪定枝
吸い殻など

・最も減量・再資源化がされにくい区分です
・分別ボックスを使用するなど少量からでも可能な限り分別
し、資源化しましょう

※繊維製品製造業以外の繊維工業などから生ずる天然繊維
くずは産業廃棄物です

燃
や
せ
る
ご
み

紙

類

そ
の
他

できるだけ修理をして⾧く使用しましょう

・古紙は、種類により再生原料としての用途が異なります。
・種類ごとに分別し、古紙のリサイクル業者や一般廃棄物
収集運搬業許可業者にご相談ください（具体的な分別方法
は、事前に業者に確認してください）

新聞(新聞紙、折込広告など）
雑誌(書籍・カタログ、パンフレットな
ど）
事務用紙(コピー用紙など）
段ボール・機密書類 など
※シュレッダー処理した紙や機密書類も秘密を
保持したまま再資源化ができる業者もいます

※印刷出版業、製本業などから生ずる紙くずは産業廃棄物です

※金属、ガラス、プラスチック製品は、
産業廃棄物です
※木製であっても業種により産業廃棄
物になる場合があります

木製の机、椅子、食器棚など
（木製の物に限る）

減量・資源化のポイント分別区分・廃棄物の例品目

イラスト出典：経済産業省ホームページ ごみイラスト素材集
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高松市廃棄物の適正処理及び再生利用の促進に関する条例第１０条及び、高松市廃棄物の適正
処理及び再生利用の促進に関する条例施行規則第２条に基づき、事業活動に伴い多量に一般廃棄
物を排出する事業者は、「事業系一般廃棄物減量等計画書」の提出が必要です。

（単位：ｔ）
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（生ごみ）
2,286.1 
14.9%

燃やせるごみ

（生ごみ以外）
5,639.6 
36.8%

新聞
145.0 
0.9%

雑誌（週刊誌等）
350.8 
2.3%

事務用紙
662.1 
4.3%

段ボール
4,146.6 
27.0%

機密書類
530.8 
3.5%

紙類（その他）
1,054.5 

6.9%
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1.7%



5



6


